
監査根拠条文 

 

以下は、監査等の根拠となる法律の条文です。 

 

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号） 

 

〔監査の請求とその処置〕 

第七十五条 選挙権を有する者（道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部

の管轄区域内において選挙権を有する者）は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の

者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務

の執行に関し、監査の請求をすることができる。 

② 前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を公表しなければならない。 

③ 監査委員は、第一項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の

代表者（第五項及び第六項において「代表者」という。）に送付し、かつ、公表するとともに、これを当

該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公

平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければな

らない。 

④ 前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。 

⑤ 監査委員は、第三項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致し

ないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項に

ついての各監査委員の意見を代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これらを当該普通地方公共団体

の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員

会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 

⑥ 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の五十分の一の数について、同条第

六項の規定は代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から前条までの規定は第一

項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。この場合において、第七十四条第六項第三号

中「区域内」とあるのは、「区域内（道の方面公安委員会に係る請求については、当該方面公安委員会の

管理する方面本部の管轄区域内）」と読み替えるものとする。 

 

〔検閲・検査及び監査の請求〕 

第九十八条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務（自治事務にあつては労働委員会及

び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害する

おそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定める

ものを除く。）に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委

員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に

基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができ

る。 

② 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務（自治事務にあつては労働委員会及び収用委員

会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあ

ることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除

く。）に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の

実施については、第百九十九条第二項後段の規定を準用する。 

 



〔監査基準の策定〕 

第百九十八条の四 監査基準は、監査委員が定めるものとする。 

② 前項の規定による監査基準の策定は、監査委員の合議によるものとする。 

③ 監査委員は、監査基準を定めたときは、直ちに、これを普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選

挙管理委員会、人事委員会又は公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委

員会及び委員に通知するとともに、これを公表しなければならない。 

④ 前二項の規定は、監査基準の変更について準用する。 

⑤ 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要

な助言を行うものとする。 

 

〔職務〕 

第百九十九条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係

る事業の管理を監査する。 

② 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務（自治事

務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務に

あつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当

でないものとして政令で定めるものを除く。）の執行について監査をすることができる。この場合におい

て、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 

③ 監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするに当たつては、当該普通地方公共団体の財務に関

する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第二

条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかについて、特に、意を用いなけ

ればならない。 

④ 監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならな

い。 

⑤ 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査

をすることができる。 

⑥ 監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があ

つたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。 

⑦ 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方

公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているもの

の出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体

が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証し

ているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方

公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、同

様とする。 

⑧ 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調

査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見

を聴くことができる。 

⑨ 監査委員は、第九十八条第二項の請求若しくは第六項の要求に係る事項についての監査又は第一項、第

二項若しくは第七項の規定による監査について、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共

団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安

委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これを公表し

なければならない。 



⑩ 監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営

の合理化に資するため、第七十五条第三項又は前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意

見を提出することができる。この場合において、監査委員は、当該意見の内容を公表しなければならな

い。 

⑪ 監査委員は、第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告のうち、普通地

方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労

働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員において特に措置を講ずる必要があると認める

事項については、その者に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。こ

の場合において、監査委員は、当該勧告の内容を公表しなければならない。 

⑫ 第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定、第十項の規定による意見の決定又は前項の規定に

よる勧告の決定は、監査委員の合議によるものとする。 

⑬ 監査委員は、第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致し

ないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項に

ついての各監査委員の意見を普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員

会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又

は委員に提出するとともに、これらを公表しなければならない。 

⑭ 監査委員から第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた

場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、

選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基

づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置（次項に規定す

る措置を除く。以下この項において同じ。）を講じたときは、当該措置の内容を監査委員に通知しなけれ

ばならない。この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。 

⑮ 監査委員から第十一項の規定による勧告を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理

委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員

会又は委員は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を監査委員に通知しなけ

ればならない。この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。 

 

（決算） 

第二百三十三条 会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三

箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならな

い。 

２ 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。 

３ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次

の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。 

４ 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 

５～７ （略） 

 

（現金出納の検査及び公金の収納等の監査） 

第二百三十五条の二 普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなけれ

ばならない。 

２ 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、前条の規定に

より指定された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査する

ことができる。 



３ 監査委員は、第一項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による監査の結果に関する報

告を普通地方公共団体の議会及び長に提出しなければならない。 

 

（住民監査請求） 

第二百四十二条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は

当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処

分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある（当該行為がなされることが相当の

確実さをもつて予測される場合を含む。）と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴

収若しくは財産の管理を怠る事実（以下「怠る事実」という。）があると認めるときは、これらを証する

書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実

を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補填するために必

要な措置を講ずべきことを請求することができる。 

２ 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをする

ことができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 

３ 第一項の規定による請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を当該普通地方公共団体

の議会及び長に通知しなければならない。 

４ 第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由

があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があ

り、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公

共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他

の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧

告することができる。この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人（以

下この条において「請求人」という。）に通知するとともに、これを公表しなければならない。 

５ 第一項の規定による請求があつた場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認める

ときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由が

あると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必

要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しな

ければならない。 

６ 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があつた日から六十日以内に行

わなければならない。 

７ 監査委員は、第五項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与え

なければならない。 

８ 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他

の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該

普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。 

９ 第五項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は

職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければ

ならない。この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公

表しなければならない。 

１０ 普通地方公共団体の議会は、第一項の規定による請求があつた後に、当該請求に係る行為又は怠る事

実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、

あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。 

 



１１ 第四項の規定による勧告、第五項の規定による監査及び勧告並びに前項の規定による意見についての

決定は、監査委員の合議によるものとする。 

 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成十九年法律第九十四号） 

 

（健全化判断比率の公表等） 

第三条 地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、実質赤字比率、連結実

質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率（以下「健全化判断比率」という。）並びにその算定の基

礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報

告するとともに、当該健全化判断比率を公表しなければならない。 

２ 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 

３～７ （略） 

 


